
令和４年度 学校徴収金について 
 

 

【学習費】 

○本校教育部に入学する場合、学習費として 12,000 円を徴収します。 

 学習費内訳 

自立活動費（足湯等）1,000 円 

教材等の購入費 5,000 円 

校外学習費 4,000 円 

行事費（運動会、文化祭）2,000 円 

○大阪精神医療センター分教室に入学する場合、学習費は徴収しませんが、連絡袋及びﾌｧｲﾙなどを準

備していただくことになります。詳しくは大阪精神医療センター分教室にお尋ねください。 

  

※保護者の方に納めていただいた学習費は、卒業又は転学時に学習等に要した経費を精算し返金させ

ていただきます。 

 

【PTA 会費】 

○本校及び各分教室に入学する場合、会費として各月 100 円を徴収します。 

 

【日本スポーツ振興センター掛金】 

・小学部及び中学部：年額 550 円 

・高等部：年額 1,930 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和３年度決算及び令和４年度予算】 

○PTA 会計 

○学習費会計（本校） 

○学習費会計（大阪精神医療センター分教室） 

○特別会計 

 

 

 

 

“日本スポーツ振興センター掛金とは” 

 
学校の管理下では、休憩時間や体育時間など様々な状況において、「けが」をすることがありま
す。日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度とは、子供が学校の管理下で「けが」などを
した時に、保護者に対して給付金（災害共済給付）を支払う制度です。 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


